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令和 7 年 7 月 5 日(土)、本市職員が、JR 誉田駅のエスカレーターで女性のスカート内を撮影しようと

したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで千葉南警察署に逮捕されました。 

その捜査過程で、市原市役所庁舎内における同法違反(撮影未遂)等の疑いにより、令和 7 年 8 月 2 日

(土)に千葉南警察署に再逮捕されました。 

 

 

1 再逮捕された職員 

所属・職      保健福祉部 生活福祉第２課 主事 

氏名（年齢・性別） 土屋 海斗（21 歳・男性） 

 

2 内容 

詳細は調査確認中 

 

3 市長コメント 

職員が再逮捕され、市民の信頼を著しく失墜する状況につきまして、事態の重大性を重く受け止め

るとともに、改めて深くお詫び申し上げます。 

市といたしましては、引き続き警察の捜査に全面的に協力していくとともに、事実関係を確認し厳

正に対処いたします。 
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